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支出証拠書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・ 増田享大）
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経費項目 調劃職賓.研修費.鰯費.毒赫鞠鐵費･会議･資料作成費･鮮陶費･事務費･事諏漬･人件費

内 容 静岡県議会リポート郵送用ラベル代

年月 日 令和6年4月 8日～ 年 月 日 金額 35,266円

目的
静岡県議会リポート郵送用ラベル代

使途
郵送用封筒代

政務活動・

県政との

関連性

県政の状況を幸晧し今後の議会活動に役立てる。

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

35,266円

案分率(b)

1／1

100％

政務活動費支出額(a×b)

35,266円



求 書
， 年 2月 22日
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■■■お客様コードNo

令和6年

株式会社ヨ

静岡県掛川市弥

TEL (0537) 24-

436-0053

静岡県掛川市弥生町196
X(0120) 12-7668

登録番号:T6080401014536増田たかひろ様

粗当者：FAXO537-21-2707ELO537-21-2700T

毎度ありがとうございます。 の;南り社Ⅱ亨
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様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・ 増田享大）

整理番号 3-5-6-A

経費項目 調翫職賓･研修費･圃煎顛潰･要識捺謡婚･会議･資料作成費･資料購入費鰯謡翔潰･人件費

内 容 事務文房具代

年月 日 令和6年4月8日～ 年 月 日 金額 462円

目的
政務活動を行う事務経費

使途
のり代

関連性
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案分の理由

後援会活動

案分する

を含むため

領収書金額(a)

924円

案分率(b)

1／2

50％

政務活動費支出額(a×b)

462円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・ 増田享大）

鑿理番号 3-5-6-3

経費項目 調蕊職賓.研修費.蝿費.鶏繍誇鬮償･会議･資料{鰔費･資繩鴬入費･事務費･調翔漬･人件費

内 容 自民改革会議リポート郵送料

年月 日 令和6年4月 30日～ 年 月 日 金額 119,318円

目的
自民改革会議リポート郵送料

使途
郵送料

政務活動。

県政との

関連性

県政の状況を報告し今後の議会活動に役立てる。

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

119,318円

案分率(b)

1／1

100％

政務活動費支出額(a×b)

119,318円
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様式第1－1号

支出証拠書

（会派名。議員氏名 自民改革会議・ 増田享大）

轄坪番号へ 3-5--も－ダ

経費項目 調査職責･研修費･圃煎醐潰･鶏調誇簡鱸･会議･資料作鑑･鯵･事務費･事獅漬･人'桧

内 容 日本農業新聞購読料

年月 日 令和6年5月2日～ 年 月 日 金額 35,952円

目的
農業生産・農村振興全般に関する情報を収集し、本県の農業振興施策に反映する

使途
令和6年痩溝読料（＠2,623円×4ケ月十，3,100×8ケ月分）

政務活動・

県政との

関連性

農業生産･農村振興に関する情報を収集し本県の主要施策である農業振興に関する県政の

施策展開の参考とする

く領反琴占付枠＞

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

35,952円

案分率(b)

1／1

100％

政務活動費支出額(a×b)

35,952円
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送信日 令和 6 年 4 月 1 日

増田亭大様

送信枚数 2 枚 （送付書含む）

発信者 遠州夢咲農業協同組合組合員ふれあい室■
〒437-1593静岡県菊川市下平川 6265

TELO537-73-6997 FAXO537-73-6917

いつもお世話になっております。

『日本農業新聞』につきましてご購読頂きありがとうございます。
■Q■Q■q■1 - 一 一一 一号ゴー■ ,-戸国＝■■－－－■■－－－再一℃■－－－℃■-世－＝ご■■■■‐■■4■ぬ■ゅ■“■嘩早U■■b■I■』■■1■■d■ﾛ■ﾛ■■q■Ⅱ■■■ﾛ■U■■■■■■■■■■ﾛ■■F1■■■■m■■F■■Ⅱ■■璽回画■Ipq■■1両

下記の通り購読代金について､ご連絡させていただきます。
■■■d■d■■｡■U■Ⅱ■Ⅱ■U■Ⅱ■1■■■d■d■■Ⅱ■一宅E＝U■■庫ﾛ■■､■更画■B■U■ﾛ■l■■1■■U■■■■戸一宮F■P＝ー＝ｰ□■ロー拝－－面一一■■■画酉■
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1’購読代金のお振込みについて
■ ■L ■■q 『■■ごL - -p内一一一一一一一一一一＝■D＝－画一一一一一一一一一一口■－－－－＝＝＝－－■一画■■｡■■画■｡■■■■■■■ﾛ■ﾛ■l■1■U■ﾛ■Ⅱ■q■■q■Ⅱ■■U■■函q■再■‐■■q■■q■■､■P鼻面歯■■ｰ

R6.4月からのご購読についてご入金をお願い致します。
P一．』ロー面■■■■■－－画■■■再■■－－－－弓一画■■■■■■－■■■■■■■■■■■■＝■■■■■■■‐■■唖いい■■■■■■P■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■＝■■両亮F‐■■奇－－1■■■■ｰー■■ーー■■

＊1年分購読代金 35,292円"6.4月～R7.3月）

2,623円(R6.4月～7月分) 3,100円(R6.8月～R7.3月分）
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･振込み先 遠州夢咲農協本店

･口座種類､番号 （その他)別段貯金0006624

フリガナ ジェイエイエンシユウユメサキ|ニホンノワギヨワシンフン」
両間．■さ=－ニー＆一一声.-........--...ローーb-■“回国■ q画■向両.P－－面｡■－－－面■－－＝p■宮一＝■－－－－－■－~一一■包一“■■■.■･ロ･■＝一ローーーー･=＝＝＝ご■■

･口座名 JA遠州夢咲｢日本農業新聞」

以上､宜しくお願いします。



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・ 増田享大）

準･土甲番号

経費項目 読間形蹟･研修費･広聴広報費蕊鞠誇臨債･会議･資料作耀･総・事溌賓･藷銅漬･人件費

内 容 家の光購読料

年月 日 令和6年5月2日～ 年 月 日 金額 10,071円

目的
晨茉生産・園可振興電岐に閨すわ‘|育報毬jⅨ藍果し、 ／牛J呆の晨宗匁民典』也束に灰uﾂぐ~ツ '｡

使途
令和6年度購読料(@629円×6ケ月十,922×5ケ月分,@/.oa7月 ﾉｹ月小）

政務活動

県政との

関連性

農業生産･農村振興に関する情報を収集し本県の主要施策である農業振興に関する県政の

施策展開の参考とする

く須収篝占付枠＞

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

10,071円

案分率(b)

1／1

100％

政務活動費支出額(a×b)

10,071円
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送信日 令和 6 年 4 月 1 日

増田亭大様 ‘

送信枚数 1 枚 （送付書含む）

発信者 遠州夢咲農業協同組合組合員ふれあい室 ■■
〒437-1593静間県菊川市下平川 6265

TELO537-73-6997 FAXO537-73-6917

いつもお世話になっております。

『家の光』につきましてご購読いただきありがとうございます。

下記の通りご購読代金についてご案内させていただきます。
－‐‐－－ｰ－－~＝ーーー＝ｰ■■■ｰｰー＝‐ロ戻戸■■q■Ⅱ■■1■■■q■■『q■Ⅱ■E=＝1■■､■■■Iq■■0■陣q■■､■■一ー可r一一1■Ⅱ■■■ﾛ■■■■b時｡■ウーロ■■■■■■卓■■■Q■d■‐■■■■■一回＝■ーｰー■ｰー■‐■■‐ーー■■‐一

記

1,購読代金のお振込みについて

＊1年分購読代金9,411円(R6.4月～R7,3月）

629円(2.3,6,8.10.11月号） 922円(1.4.5’7‘9月号）

1,027円(12月号）
■■■■＝■■■■■■』■■■■ーｰ~ｰｰ■■ー■■1■■■■■■■■■■■■■■■■ご■■■■■■国■■P■■■■ー‐＝■■＝ー－－

※合計9,411円

ｰ‐戸■■画一 ｰ■■＝ローーーー＝＝画■■P~再両岸画一両痢再司戸両■画ロ、■■声画■■■■■両■■■陣■q■■■1■■■■■q■Ⅱ■1■■P■■■■

戸 ｰ□■＝ーｰ■再戸一一＝ー＝再内＝~－＝‐＝ｰｰ〆再■■ー~国一一一＝丙＝ー＝Q■再P＝ーー戸F~画＝＝丙wFPｰーP＝＝ｰ宍＝ーーロ甸戸画＝ーー貢一一画丙戸一一＝画0■戸口弓一一画庫内一＝‐~画口戸、歯

･振込み先 遠州夢咲農協本店

･口座種類､番号 （その他)別段貯金0005266

フリガナ イエノピカリトショ

・口座名 家の光図書
毎嵐■ロー両■ー戸0■■■ロロ■■ご画8■■1■1■■画■■ロ■F1■■I■q■可■戸■■q■q■Q■■岸■l■q■■■■1■■P■P■■

q

■■ ■＝韓I R■■■ｰー■■■■■■■■■■ｰ■■＝ー‐ーー－＝戸一再一一一■■＝■■■■■■＝ー員■■ｰｰ面面ー■■■■■■■■P■■■■■■■■＝■■■■■■~ｰ再障一一■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■＝ｰ＝島■■■■■■■■ー■■＝■■

以上､宜しくお願いします．



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名。議員氏名 自民改革会議・ 増田享大）

薬理番号 3-5-6-ら

経費項目 調査研續･研修費広聴広報費･霊識儲瀧債･会議･資糊乍同漬･資料購入費慰事翻濱･人件費

内 容 事務文房具代

年月 日 令和6年5月 11日～ 年 月 日 金額 1,001円

「－－－一一一一､「

目的
j函労Y古動をｲ丁フ争可労経費

使途
ファイル代

政務活動

県政との

関津件

＜T貝乢又青貝白11~ｲギン
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し として

－－－－鯉＆1収入印紙I

登録番号剛8040101453凡掛1

吻獺: ,#‘鍬
似し 些¥洲伽椰

一連No935005
領収NoO39345

税抜金額
￥1 ,820-
消費税等

致しました） ￥182-

掛川市矢崎町3-10
TEL: (0537)21-5511

１
０
日
■
■
４
６
■

印刷面を内側に折って保管願います

案分の理由

後援会活動

案分する

を含むため

領収書金額(a)

2,002円

案分率(b)

1／2

50％

政務活動費支出額(a×b)

1,001円



様式第1－2号

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名自民改革会議・増田享大）

轄理番号

経費項目 ･研修費

内 容 fHII市子どもの読書活動を考える会年会費

年月 日 令和6年5月 18日～ 年 月 日 金 額 1,000円

天一言章ニァー一－11

芸の趣百・

目 的

|司云ほ圭子ﾆｲ父凶言旦f'ze-HYa1牟凶吉損目の允夫、司書の允天寺乞ﾕ里し、寸--1犬の司面言凍亮吻哩吉缶

目的としている。

会の活動

内容等

定期勉強会・総会・読み間かせ会の開催

読書活動振興は県の重要な施策であり、活動を学び今後の質問に役立てる。政務活動．

県政との

関連性

Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

）他（その業概要1．事匝豚畢貝■
■添付書類※

73

領収書

増田 享

令和6年5月 18日

大様

￥1,000※

但 令和6年度会費

上記余蕊正に領収しました。

掛川市子どもの読雷

会計

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

1,000円

案分率(b)

1/1

100％

政務活動費支出額(a×b)

1,000円



j-3-j-7
ヨーチム－7

'

役員

第6条この会には、次の役員を置く。

会長1名 副会長1名 事務局長1名 事務局員若干名 監事2名
なお顧問を置くことができる

第7条役員は、年度の最初の総会において、会員より選出する。
第8条役員の任期は、 1年とする。ただし、再選は妨げない。
第9条役員の任務は、次のとおりとする。

1会長は、この会の業務を総括し、この会を代表する。
2副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
3事務局員は、この会の事務を行う。

4会長、副会長、事務局長、事務局員で運営委員会を組織し、会の運営を行う。
会議

第10条総会は、年1回開き、会長が召集する。運営委員会は、必要に応じて会長が召集する。第10条

掛川市子どもの読書活動を考える会会則

名称

第1条この会は、 「掛川市子どもの読書活動を考える会」 と称する。

本拠・事務局

第2条この会の本拠・事務局は､.､下記とする。 （事務局長宅）

目的

第3条この会は、子どもの健やかな成長を願い、子どもの読書活動の推進を図ることを目的とす
る。

読書活動は、子どもが言葉を学び、感性を磨き、思考力や表現力を高め、創造力を豊かな
ものとし、社会の一員として、人生をより深く生きる力を身につけていく上で欠くことので
きないものである。これらの計り知れない価値を認識して、読書環境の整備など読書活動に
関する諸問題に取り組み、子ども･の読書活動の推進に寄与する。

条
１
２

１

計
１

会
第 この会の会計は、次の通りとする。

この会の事業に要する費用は、会費・寄付金をもってあてる。
この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

事業

第4条 この会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1掛川市立図書館､保幼・小・中・高等学校、福祉施設、公民館、地域生涯学習セ､ンター、
その他関係機関等と連携し、子どもの読書環境を整え、読書活動の推進を図る。
2子どもの読書の実態や環境について調査・研究を行い、提言する。
3子どもの読書に関する学習会を行う。

4読書活動に関する情報の収集および提供を行う。
5 その他、この会の目的を達成するために必要な事業。

会則の発効

第12条この会則は、平成15年12月6日から効力を発する。
平成16年5月15日一部改正
平成17年5月14日一部修正
平成30年5月13日一部改正

会員・会費

第5条この会の会員は、次の資格を有し、会費を納入するものとする。
l この会の目的に賛同し、会の行う事業に参加するものをもって会員とする。
2会費は、年1， 000円とする，

‐5‐

6．



様式第1－2号

壱

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名自民改革会議・増田享大）

凶 ？ ,嘘1

鑿理番:号

経費項目 耐艤

内 容 一般社団法人倫理研究所年会費

年月 日 令和6年5月23日～ 年 月 日 金 額 120,110円

会の趣旨．

目 的

"II市倫理法人会は会員企業が地域経済をけん引すべく、地域経済や経営、政治に関する

様々な課是訟曝決に向け研修会を実施している。

会の活動

内容等

定期勉強会・総会・先進地視察

政務活動

県政との

関連性

一戸Uー－5ー 一一、曹ﾛ字 ﾛ ﾛFでーグリ ー ＝ 一一 一 ■ 一 凸 ■ 守 一 Fグー■一一一■－－ママ ▼－4 一 q －Bﾛ ﾏ ﾛ P マワ ー一一 一一 ■

地域振興も重要な責務である。

書貼付枠＞領便

崎
噸
匿
辿
三
蕊
圃
蝿
》
電

11≦
瀧僅稲湧砺

胆無理而絶岳

叩
祁
副
口
凹
而
岳
絶

■

■
燭
渭
濁
■
周
回
鮮
詑

。
や
陥
二
和
い
い
却
萢
。
侶
杣
担
樫
ら
旺
二
砿
Ｕ
囲
囎

’’
馴
里
留
旺
罵
卿
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
川
細
細

上
熟
什
之
仙
ミ
コ
圃
佃
紺
胆
三
頭
田
砺

）蝋繩（その他事業概要添付書類：団体の会則

く
※
案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

120,110円

案分率(b)

1／1

100％

政務活動費支 』額(a×b)

120,110円



ｼﾍｫ←‘一s

令和6年3月 8日

静岡県議会議員増田亭大様

拝啓軽暖の候、貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。

平素は掛川市倫理法人会活動に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、掛川市倫理法人会の会費（1年分R6年4月～R7年3月）をご請求させて

戴きます。

御手数をお掛け致しますが、お振込の程よろしくお願い致します。

敬
自
壼

記

◇振込先 島田掛川信用金庫桜木支店

普通預金0217463

携ﾄ川市倫理法人会事務局代表■■■！
120, 000円 （誠に恐れ入りますが、振込料は貴社にて

ご負担下さいますようお願い申し上げます）

名
金

◇
◇

義
。
額

以上

静岡県掛川市倫理法人会

会 長 栗田徳光

く事務局〉

〒436-0224掛川市富部251‐1

TEL.0537-62-3658 FAX,0537-62-3655巾



3．その他除猫丁ぺさエヨ辱諏囚ﾉ' .W驚冨

"11条 会貝間の金威の貸借お･よび繊引などの卜
件Jﾔ刑本珊件などにづいては､当所及び本会

・ ・ﾉ' ., ｡r- ･ 1

認辮鯉
も倫理法人会規程 3－3－‘－？

(総剛）

輔 1 条 水規税は､一般社ljl法人倫肌{0WE所（以F「醐所jと称す）の定批にもとづぎ
恰埋法人会【以下「本会」と榔寸）のM賊・皿‘勘などに1Mするﾘ叩を定める”

輔2糸 木坦秘の改廃は、当所，附価調l!JII会の縦決による。

(訟賎）

第12条

(日的）

龍3 糸 水会は、裳行によって直ちに正しさが柾肌できる純粋倫理を離底に、縦'i：’軒の
lﾖ己革新をはかI)、心の経併をめざす人々のネツl･ワークを拡げ、共l!眺生の輔
神に則った健全な繁栄を実現し、地雌社会の発展と美しい世界づく I)に闘献する
ことを目的とする｡

錨13条
(活動）

第4条 木会は、削条の胤的を述成するため、以ドの幡動を行なう．
1，倫理経営の普及。

2．億理経世にもとづいた各狐セミナー、荊減会などの開催。
3．宙士教育センターでの各種セミナーの受誹推進｡
4．その他目的を週茂するために必要な活動。

第14-

(会貝）

第5 条 本会の桝成貝は次に定めるものとするし
（1） 当所正会貝で本会に壁録した者

（2） 当所一般会員で本会に登録した老

2、本会の目的・活動に擬同し、 リ』込寄と会讃を漣えて提出し、理蛎会の承浬
を得たものとす為。

会挫は次のとお1)とする。月額1n l万円（何口でも可)g
既納の会擬は、いかなる理由があっても、昼れを狸題しない。
鰯6条の会我は、法人会計に充当する。
会員は次の場合、退会とする。
1．会員からの申し出によるとき。
2，会員である法人が解散したとき。

条
条
条
条

６
７
８
９

弟
第
第
第

(役馳）

第 15条 祁遮府脇倫理法人会には、以下の役馳者を殿ぐ。
1，会 長 1名

2，副会長5百社未満の珊合は1名、 ’千社未榊Iの場合は2名J
1千社以上{土3名以内を必要に応じてiiiくことができ患

3，紳聯長 1名

4，副幹斗に憂川(則’鞘と.し、 ’千社以'二は3名｣ﾕ内‘ 3千社以1.は5
内壱必典に応じて『tくことができる。

5．“務畏 l鴇

－6－

‘3－除名されたとき。 、

4，第6条に定める会蕊の納入を3カ月以上職了せず、一定)Ⅲ日を定めて納入

驚

蕪繋蕊
・ 喜晶 、 ．

(補則） ． ． ． ． ‘
鋪25条 本会の筋活動などでの、特定

じる。まね本会の役馳者及び

行為､宗教.政治活動の勧篇及び普及活動の妨げとなる活動も同根とする。
簾27条 役蔵者及び会員が､公理選挙に立侯袖する場合は下記の点に留意する。

、， ． ‐ ユ.､役敢者で選挙に立侯袖する者は、公職選挙の公示日より投票日まで辞令を■ 凸も・

・・･発行者預かりとする｡． ．
2．本会の投理者及び会員は、当所の釦縦を通して特定の候補者の避挙応援を
しては荘らない。ただし個人的に応揺することは差し支えない。

3．立候補者は曜営者モーニングセミナー」や各菰セミナー、薄iji会など当
所の諸会合において、選挙運動をしてはならない。 ．

6.刷聯郡長原則1名とし､ 3千社以.上は2名以内を必要に応じてI唾くこ
とができる。

7．監 垂I～2名

8，地．区正各地区1名

9．副地区長各地区1名に限り慨くことができる。

’千社を越える那逝府県、 もL<は広域地域では制聡活性化

のため地区を組織できる｡.地区は5111位倫理法人会をもって
紐撤するが､ 」世域q端を考噸して3単位倫理法人会でも可と

する。

］0．各婁員長 1拍

11.各副要貝長1名にl現Iうほくことができる。

12.相談役必要に応じて元会長より裡数名慨くことができる。

13．師 問必要に応じて3名以内置くことができるc

単位倫理法人会には、以1,,の役職春を慨く。

1．会 長1名

2．副会・長2名以内

3．専任幹珈 1名

4．副専任幹事］名に限り凪ぐことができる。

5．戦溺憂1名

6．副11務長 エ名に限11個くことができる。

7．監 在1－2名

8．幹 邪10名以上を剛Iとする。

9．相談役必要に応じて元会長より3名以内Eくことができる。

10‐願 間 3名以内世くことができろ。所糎の正複を妨げない。

本会の全役戦者の任期は工年とし、葡任は妨げない。ただし、会長が留任する

堤合は原則として3年を限庇とする。

本会の全役職者は、原則として一人一役とし、他の役職との兼務はできない。
本会の全役騒者は、家庭倫理の会の全役戦との兼務はできない。

本会の華馳者は､以下の項目に該当した場合､役威を取り消す．
エ．当所の名誉を傷つけた場缶

2．本会の逝営・活動を妨げた場合。

第16条 【附則）

[改定実施日］

第28条 この規程は､､一般社lii法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及

び公益財団法人の認定等に閥する法律の施行に伴う関係法律の装備等に間す為法
律第12ｴ条第1項において談み替えて準用する同法第106条第1堀こ定める一般法
人の設立の登記の日から施行する。

沿革

制 定

改 正

日
日
日

２
浬
”

月
月
月

９
，
３

年
年
雫

閉
銘
３

軸
雑
舗

一部改訂

一部改訂第17条

８
９
０

１
１
２

第
第
第

条
条
条

(運営）

"21条

姉22．．条

#21条 本会は、担当研究員の指導のもとに迩待を推進する。

繍≦
ｇ
■
Ⅱ
■
９
Ｊ
Ｉ



様式第1－2号

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名自民改革会議・増田享大）

、.‘と~韻~：

公一袋

幽
鋤
一
噸
鰄
撚

墓石韮

整理番号 3.5-6-？

経費項目 ･研修費

内 容 f白、地域医療を育む会

年月 日 令和6年5月26日～ 年 月 日 金額 2,000円

会の趣旨．

目 的

ｿ丙|屍・看了護視錫・木l｣用言を素きより艮い医療環境を楚I常ずつ。

会の活動

内容等

研修会、講演、啓発活動

唾
羅

活動．

との

関連性

県]裡玖医療計画の万壷Tに沿うものでめっ。

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

2,000円

案分率(b)

1／1

100％

政務活動費支出額(a×b)

2,000円



s-5.-f-'
のとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその
旨を通知しなければならない。

（会費）

第8条会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

（会員の資格の喪失）

第9条会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

（1）退会届の提出をしたとき。

（2） 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

（3）継続して1年以上会受を滞納したとき。

（4） 除名されたとき。

（退会）

第10条会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
（除名）

第11条会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することが
できる。この場合、その会員に対し、霞決の前に弁明の機会を与えなければならない。
（1） この定款等に違反したとき。

（2） この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

NPO法人faon,地域医療を育む会定款

第ユ章総則

（名称）

第ユ条この法人は、NPO法人f・aIL地域医療を育む会という。

（事務所）

第2条この法人は、主たる事務所を静岡県掛川市に置く。

第2章目的及び事業

（目的）

第8条この法人は、中東遠地城住民が安心して生活していく上で欠かすことのできない地域医療体制
を考え、住民自らが健康の維持増進を図り、医療等に関する関心を高めるとともに医療、健康、
福祉、介護との絆を深め、地域保健・医療及び福祉の増進に寄与することを目的とする。

（特定非営利活動の種詞

第4条この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

（1）保健、医療又は福祉の増進を図る活動

（2）まちづくりの推進を図る活動

（3）地域安全浩珊

（事業）

第5条この法人は、その目的を達成するため、次の事業を行う。

（1） 特定非営利活動に係る事業

①地域医療に関する啓発・情報発信事業
②地域医療に関する学習会開催事業
③その他、法人の目的達成のために必要な事業

第4章役員及び職員

（種別及び定数）

第12条この法人に汝の役員を置く。

（1） 理事5人以上

（2）監事1人以上

2理事のうち、 1人を理事長、 ユ人以上2人以内を副理事長とする。

歴任等）

第13条理事及び監事は、総会において選任する。

2理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

3役員のうちには、それぞれの役貝について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて
含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の誇数の3分のユを超えて含ま
れることに恋ってはならない。

4監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

（職務）

第14条理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。

3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらか

第3章会員

（錘ﾘ）

第6条この法人の会員は､孜の2種とし､正会員をもって特定非営利活動促進法(以下｢法」という｡）

上の社員とする。

（】）正会員この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

（2）費助会貝この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体

（入会）

第7条会員の入会については、特に条件を定めない。

2会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むも

－2－－1－
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じめ指名した順序によって、その職務を代行する。

4理事は､理事会を構成し､この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

5監事は、汝に掲げる職務を行う。

（1）理事の業務執行の状況を監査すること。

（2） この法人の財産の状況を監交すること。

（3） 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは

定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

（4）前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

（5）理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事

会の招集を請求すること。

（任期等）

第15条役員の任期は、 2年とする。ただし、再任を妨げない。

2前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終

結するまでその任期を伸長する。

3補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存

期間とする。

4役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければなら

ない。

（欠員補充）

第16条理事又は監事のうち、その定数の3分のユを超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充

しなければならない。

（解任）

第17条役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、縫会の議決により、これを解任することが

できる。この場合、その役員に対し、諺決する前に弁明の機会を与えなければならない。

（1） 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。

（2）職務上の義悲詮反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

（報酬等）

第18条役員は、その総数の3分のユ以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2役員には、その職務を執行するために要した賢用を弁償することができる。

3前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

（職員）

第19条この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。

2職員は、理事長が任免する。

第5章総会

（種別）

第20条この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

（構成）

第21条総会は、正会員をもって構成する。

（権能）

第22条総会は、以下の事項について瑳決する。

（1） 定款の変更

（2）解散

（3）合併

（4） 事業計画及び活動予算並びにその変更

（5） 事業報告及び決算

（6） 役員の選任又は解任、職務及び報酬

（7）会疑の額

（8）借入金（その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ｡）
その他新たな義務の負担及び権利の放棄

（9） 事務局の組織及び運営

（10）その他運営に関する重要事項

（開催）

第23条通常総会は、毎事業年度ユ回開催する。

2臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

（1） 理可陰が必要と認め招集の請求をしたとき。

（2）正会員総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記戦した書面をもって招集の請求があ
ったとき。

（3）第ｴ4条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

（招集）

第24条総会は、第23条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

2理事長は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による鯖求があったときは、その日から40日以
内に臨時総会を招集しなければならなしも

3総会を招集するときは、会諺の日時、場所、 目的及び審議事項を記戦した書面をもって、少なくと
も5日前までに通知しなけれぱならない。

（謎釣

第25条総会の謹長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
（定足数）

第26条総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
（醗決）

第27条総会における厳決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

一旬一
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2総会の賎事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数

のときは、議長の決するところによる。

3理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が審面によ

り同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の捻会の決鮭があったものとみなす。

（表決権等）

第28条各走令昌.の表決権は、平等なるものとする。

2やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された“について書面を

もって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第ユ衷第2号及び第49条

の適用については、総会に出席したものとみなす。

4総会の議決について､特別の利害関係を有する正会員は､その議事の蟻決に加わることができない。

（鮭事鋼

第29条総会の躍事については、次の事項を罷載した鮭事録を作成しなければならない。

（1） 日時及び場所

（2） 正会員総数及び出席者数（書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記す

ること｡）

（3） 審誰事項

（4）謹率の経過の概要及び議決の結果

（5）蟻宰録署名人の選任に関する事項

2艤事録には、賎長及びその会詮において選任された難事録署名人2人以上が記名押印又は署名しな

ければならない。

3前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面により同意の意思表示をしたことにより、総会の決雛

があったとみなされた場合においては、次の癖を記載した匪事録を作成しなければならない。

（1）総会の決霞があったものとみなされた事項の内容

②前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

（3） 総会の決巖があったものとみなされた日

（4） 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

（開催）

第32条理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

（1） 理事長が必要と認めたとき。

（2）理事縫数の2分の1以上から会雛の目的である事項を記載した替面をもって招集の請求があっ
たとき。

（3）第14条第5項第5号の規定により、監事から招集の詰求があったとき。

（招梨）

第33条理事会は、理事長が招築する。

2理事長は、第32条第2号及び第3号の規定による鯖求があったときは、その日から30日以内に理
轄を招集しなければならない。

3理事会を招集するときは、会誌の日時､場所、 目的及び審織事項を記載した書面をもって、少なく
ともユ0日前までに通知しなければならない。

（謹長）

第34条理事会の鮭長は、理事長がこれに当たる。

（巖決）

第35条竪事会における醗決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2理事会の礒事は､理事総数の過半数をもって決し､可否同数のときは､議長の決するところによる。
（表決権等）

第36条各理事の表決権は、平等なるものとする。

2やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面を
もって表決することができる。

3前項の規定により表決した理事は、第35条第2項及び第37条第1項第2号の適用については、理
事会に出席したものとみなす。

4理事会の睦決について､特別の利害関係を有する理事は､その議事の礒決に加わることができない。

（議癖）

第37条理事会の議事については、孜の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
（1） 日時及び場所

（2） 理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面表決者にあっては、その旨を付記すること｡）

（3） 審議事項

（4）詮事の経過の掻要及び議決の結果

（5）議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には､誰長及びその会駿において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しな
ければならない。

第6章理事会

鯖成）

第30条理事会は、理事をもって構成する。

（権能）

第31条理事会は、この定款で定めるもののほか、汝の事項を議決する。

（1）総会に付議すべき事項

（2）総会の議決した事項の執行に関する事項

（3） その他総会の駿決を要しない会務の執行に関する事項

－6‐‐一員一
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第7章資産及び会計

第8章定款の変更、解散及び合併

（資産の構成）

第38条この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

（1）設立の時の財産目録に記載された資産

（2） 会巽

（3）寄付金品

（4）財産から生じる収益

（5） 事業に伴う収益

（6） その他の収益

（資産の区分）

第39条この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

（資産の管理）

第40条この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の鮭決を経て、理事長が別に定める。

（会計の原則）

第41条この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

（会計の区分）

第42条この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。

（事業計画及び予算）

第43条この法人の率業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければなら

ない。

（暫定予算）

第坐条前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理

事会の巌決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を諾じることができる。

2前項の収益餐用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

（予算の追加及び更正）

第45条予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の礒決を経て、既定予算の追加又は更

正をすることができる。

陣業報告及び決算）

第46条この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎

事業年度終了後､速やかに､理事長が作成し､監事の監査を受け､総会の譲決を経なければならない。

2決算上剰余余弄牛じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

（事業年度）

第47条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

（臨撰の措遥）

第48条予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の

放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならなし、

（定款の変更）

第49条この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数に

よる詮決を経、かつ、法第25条第8項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得な

ければならない。

（1） 目的

（2） 名称

（3） その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

（4） 主たる率務所及びその他の事務所の所在地研轄庁変更を伴うものに限る）

（5） 社員の資格の得喪に関する事項

（6）役員に関する事項（役員の定数に関する事項を除く）

（7） 会議に関する事項

（8） その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項

（9）解散に関する事項（残余財産の帰属すぺき事項に限る）

（10）定款の変更に関する事項

（解散）

第50条この法人は、孜に掲げる事由により解散する。

（1）総会の決議

（2） 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

（3）正会員の欠亡

（9合併

（5）破産手続き開始の決定

（6）所轄庁による設立の認証の取消し

2前項第ユ号の事由によりこの法人が解散するときは､正会員総数の4分の3以上の承諾を得なけれ

ばならない。

3第ユ項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

（残余財産の帰属）

第51条この法人が解散（合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く｡）したときに残存する財

産は、法第ユユ条第3項に掲げる者のうち、解散の時点における総会において議決された者に譲渡す

るものとする。

（合併）

第52条この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、

かつ、所轄庁の認匪を得なければならない。

第9章公告の方法
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（公告の方法）

第53条この法人の公告は、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第ユ項に規定する貸借対照

表の公告については、内閣府NPOポータルサイトに掲載して行う。

第10章雑則

（細則）

第54条この定款の施行について必要な細則は、理事会の悪決を経て、理事長がこれを定める。

附則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の溌市当初の役員は、次に掲げる者とする。

浬事長

副理事長

理事

同

同

監事

同

3 この法人の設寸当初の役員の任期は、第15条第ユ項の規定にかかわらず、成立の日から平成31年

3月31日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるとこ

ろによるものとする。

5 この法人の誘寸当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から平成30年8月31

日までとする。

6 この法人の殼寸当初の入今令及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

①
②

正会員会費 2， 000円（ユ年間分）

賛助会員会費（個人） 1口 500円（ユロ以上） （ユ年間分）

賛助会員会妥（団体） ユロ5， 000円（ユロ以上） （1年間分）
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支出証拠書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・ 増田享大）
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頓4［

…番号 I RL斤R-ﾉ。

経費項目 趣遍霞･研修費･広聴広報費･鶏謝誇礒債･会譲･資料作阿蹟･鮮陶費 ･事務費･雫漬･人件費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和6年6月 6日～ 年 月 日 金額 2,820円

目的
議会対応調整

使途
交通費東名御IIIC今静岡IC(@1,410×2)

政務活動

県政との

関連'件

県高義会における対応についてである

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

2,820円

案分率(b)

1/1

100％

政務活動費支出額(a×b)

2,820円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・ 増田享大）

籍j早雀ご言 3-5-6-'／

経費項目 繩･研修費･広卿醐潰･蕊鞠誇礒債･会議･資料伸墳･資繩静費･事務費･謡翻漬･人件費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和6年6月 7日～ 年 月 日 金額 2,820円

目的一
議会対応調整

使途
交通費東名御IIIC今静岡IC(@1,410×2)

政務活

県政と

関連

■動
の

性

県議会における対応についてである

＜､T貝JIX言貝白1丁イギ沙
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

2,820円

案分率(b)

1／1

100％

面慾活動譽斐出額(a×b)

2,820円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・ 増田享大）

轄理番号 3-5-6-/』

経費項目 繩･研修費･広聴広報費･雰識儲棒猿･会議･資料作成費･資料購入費． 事務費･事務所費･人件費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和6年6月 10日～ 年 月 日 金 額 3,280円

目的
議会対応調整

使途 新幹線御l l駅〈=瀞岡駅(@1,640×2)

政務活動．

県政との

関連性

県議会における対応についてである

く領収琴占付枠＞

回数券6枚綴り 3 ． γ枚目使用

領収書の原本は3．5-す．/）に添付

I

’

領収

職
ipt

日

垂
ョ

様
2824.-3.1タ 豊綴番号：剛3髄3103156ヲ
¥9，840(消費瑚等") M10%

〔クレジット抑'〕

購嫡品 JR粟車券類

驫羅職蝋
#|jll;!-MV2#if 4噸4-01

3写$‐ざ－〃

1

1

印、榊告伽

#|こり認掘輔
柵謝細

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

3,280円

案分率(b)

1／1

100％

政務活動費支出額(a×b)

3,280円



様式第1－]~号

支出証拠書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・ 増田享大）

塗揮番号 3-5-6-/j

経費項目 総･研修費･圃紘報費・霊鞠誇鰯潰･会議･資料侑鎧･資料購ｽ費･事務費･事翻漬･人件費

内 容 県庁にて調杳

年月 日 令和6年6月 11日～ 年 月 日 金額 2,820円

目的
議会対応調整

使途
交通費東名御IIIC今静岡IC(@1,410×2)

政務活動．

県政との

関連性

県議会における対応についてである

＜T貝↓IX青貝白1Tｲギジ
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

2,820円

案分率(b)

1/1

100％

政務活動費支出額(a×b)

2,820円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・ 増田享大）

6

薬理番号

経費項目 鰯.研修費.広聴広報費.野諏饒瀧潰.会議費.資料作鑛‘鮮購入費.事務費.藷翻漬.人件費

内 容 駐車場代

年月 日 令和6年6月 13日～ 年 月 日 金 額 300円

目的
御| |駅通り名店会総会

使途
駐車場代

政務活動

県政との

関連性

駅ﾉ司辺のi逢済状Z兄等を聞き取り今予俊の議会Y古動に役立てる。
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

300円

案分率(b)

1／1

100％

政務活動費支出額(a×b)

300円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・ 増田享大）

楚埋杳号- I 5-{/6-/$

経費項目 職･研修費広聴広報費･蕊調誇鬮漬･会議･資料作成費･舞購ｽ費･事務費･事獅漬･人件費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和6年6月 17日～ 年 月 日 金額 3,280円

目的
義会対応調整

使途
耕阜報尿揖| |献昏静|呵駅（＠1,640×2ノ

政務活動

県政との

関連性

県議会における対応についてである
I

く領収書貼付枠＞

回数券6枚綴り r. 6 枚目使用

領反書の原本は3-5-ざ ‐ノアに添付

’

領収

職

室
日

ipt 様
H 2024.-3.1タ 登録番号: 131鋤0103156ヲ
¥9，840(消費艫”） 紺0％

〔クレジット柵い〕

購A商品 JR粟車券類

驫羅職蝋
#|､jllM-MV2輔テ 4828“1

1 3－牟鮓-〃
I

印細榊告紬

#にぅ銘鑪輔

柵署荊済

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

3,280円

案分率(b)

1／1

100％

政務活動費支出額(a×b)

3,280円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・ 増田享大）

雲番号 3-5-6-ﾉ6

経費項目 調蕊職賓･研修費･広聴広報費･蕊澗誇瀧債･会議･資料I嗣積･資繩鴬入費･事務費･鋤人件費

内 容 事務所電気代 州分

年月 日 令和6年6月 17日～ 年 月 日 金額 2,704円

目的
j函劣Y古勤を’行う旱猫"1涯賓

使途
旱ﾖ劣別電気』て

政務活動．

県政との
閨斗宙,吐

く慎反書貼付枠＞
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振替払込請求書兼受領証(振込金受領証)(060610）

割十削竿’
お支払綱日は[~7R~T面です｡ お支払期日を過ぎてお支払いいただいた場合は
延滞利息(年利10％)を､お支払いの日以降の料金とあわせてご繭求いたします。

ただし､ご家庭

本
証
に
よ
り
当
社
の
集
金
員
が
集
金
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

蔓
薗
も
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。
ｋ

や商店など低圧の電気をお使いいただいているお客さまが､お支払期日の翌日から

10日目までにお支払いいただいた場合は､延滞利息を申し受けません℃

払込用綴の有効期限は「7月元司となっております。
中部電力ミライズ株式会社カスタマーセンター

(ゆうちよ銀行）

＝＝＝＝

’

口座配

号番号 00100 画 5 ■ロ 900116
加入
者名

中部電力ミライズ株式会社

銅尭

金額

6月分
b 4~

ロ 弓 q

ご使用期間 5月9日～6月9日（日程06）
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消賓説等張当誤(碍謁ノ

’ ’491円

ご依頼人氏名

増田享大様

お客さま舂号・契約種別 容量 ご使用量 卜記全額の内訳(円）
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(携帯電話･PHSからもご利用いただけます｡）

案分の理由

後援会活動

案分する

を含むため

領収亨 言金額(a)

5,408円

案分率(b)

1／2

50％

政務活動費支出額(a×b)

2,704円



様式第1－]~号

支出証拠書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・ 増田享大）

薬理番号

経費項目 麺温霞･研修費･広聴騨費･要諦樵謡婚･会講･資料作成費･資料購入費･事溌費･事諦漬･人1積

内 容 藤枝市役所訪問

年月 日 令和6年6月 18日～ 年 月 日 金額 1,090円

目的
県道焼津癖について聞き取り

使途
交通費東名御IIIC-焼津IC(@1,090)

政務活動．

県政との

関連性

県高義会における対応についてである
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

1,090円

案分率(b)

1／1

100％

政務活動費支出額(a×b)

1,090円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・ 増田享大）
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整理番号 3-5-6-ﾉ’

経費項目 繩･研修費･広聴広報費 ･蕊諌饒穂謄･会議･資料{癖･資料購磧･事務費･事翻漬･人件費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和6年6月21日～ 年 月 日 金額 2,820円

目的
議会対応調整

使途
交通費東名御IIIC<二瀞岡IC(@1,410×2)

政務活動

県政との

関連性

県息篝会における対応についてである

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

損反書金額(a)

2,820円

案分率(b)

1／1

100％

政務活動費支出額(a×b)

2,820円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・ 増田享大）

楚埋杳号一 I 3-5-6-ﾉﾉ′

経費項目 調翫職賓･研修費圃諏報費･蕊調誇躍謄･会譲･資料I勵漬･資繩静費鯵･藷銅漬･人件費

内 容 事務所電話代

年月 日 令和6年6月26日～ 年 月 日 金額 4,204円

「

目的
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案分の理由

後援会活動を含むため

案分する

領収書金額(a)

8,408円

案分率(b)

1／2

50％

政務活動費支出額(a×b)

4,204円
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お客様電話番号等
BILLINGNUMBER
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〔
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発行したものです。 〕



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・ 増田享大）
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整理番号 3-5-6-do

経費項目 趣歴霞･研修費･広聴騨費･齋調誇瀧債･会議･資料侑鑪･資料瀞費 ･事務費･藷翻漬･人件費

内 容 県看護連盟役員との意見交換 （需
、

IW(f(くて）

年月日 令和6年6月29日～ 年 月 日 金額
ルタタク
名謁2e円

目的
議会対応調整

使途
交通費東名御IIIC今静岡IC（＠ﾂ0×2)

政務活動．

県政との

関連性

県議会における対応についてである

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

//"o

－器829円

案分率(b)

1/1

100％

政務活動費支出額(a×b)

〃’3ク

ョ誌2e 円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・ 増田享大）
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整理番号

経費項目 調蕊職賓･研修費･広聴醗費･蕊猟靜瀧債･会議費･資料I廟墳･職･事務費･事獅漬･人件費

内 容 聖教新聞購読料 州'力、

年月 日 令和6年6月 30日～ 年 月 日 金額 1,934円

目的
情報収集

使途
茸=託ﾗXオフ1 1月]具丹可M,イ

政務活動・

県政との

関津性

政治団体の主張に関する情報を収集することは県の重要な施策である。

・
く
蹄
ぷ
網
婿
弘

旬
■
。
即
も
韻

守
の
、
。
【

幕
．
熱
一
・
・
雪
昂

ﾏ子七凸

I 今

雲
へ
詞
選
追
照
↓

今
。

曳

叩，
、』（

1 -

卜 ､ ．
』ﾛ

串 と

08
ロニ

－ 0k一
毎F

＝ 1
p 可

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収言 寺金額(a)

1,934円

案分率(b)

1／1

100％

政務活動費支出額(a×b)

1,934円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・ 増田享大）

轄琿番号 3-5-6-"

経費項目 冒踏職費･研修費･広聴広報費･蠕調誇礒債･会議･資料ｲ賊費･鯉･事務費･事翻漬･人件費

内 容 新聞購読料 6《/が

年月 日 令和6年6月 30日～ 年 月 日 金 額 1,650円

目的
'巖R収集

使途
新聞購読料

政務活動．

県政との

関津'件

#猟"､l蔀‘で幟,棚辮ぞ'帥，念、路Iﾆリ ナ．

く領収書貼付枠＞

「
Ｉ
‐
瀞
溌
溌
鰕
鰐
朧
朧
騨
競
鰯
溌
騨
溌
磯
鑑
溌
溌
鮪
職
罰
騨
溌
議
溌
饗
難
瀞
瀞
誤

窯藷溌
00022806-202406-1領収証発証No4年6月分

ひろ（事）様、力田た
Ⅷ
増
馬

溌
溌
騨
雛
鶚
器
認
識
龍
謡

F

静岡

※は軽減税率対象登録番号:T5080402017266

僖謹蕊羅亨藪彌蕪雨
(有)風間新毎度ご腓読有難うございます

上記金額正に領収致しました 掛川市駅前4－6

TELO537-24-4811

認
認
識
韓
識
踊
溌
溌
醗
溌
認
認
識
讓
騨
群
悪
戦
錘 講

誰溌琴瀦課蓉琴罪鍔謬讓誌蕊鰐鼬鞘無難鰐誹拳華謎漂篭霧議蕃謡瀧畢器課顎讓誤蕃誤識欝讓謡深輪雰溌蕊騨瀞

鈴キ丙 音B数 金 津

新聞※ 1 3,300

合呂十金冨貝

¥3,300
（ 8%対象3,300円
内消費税 244円）

案分の理由

後援会活動

案分する

を含むため

頑収書金額(aノ

3,300円

案分率(b)

1／2

50％

政務活動費支出額(a×b)

1,650円



様式第1－1号

…

支出証拠書

（会派名・議員氏名 自民改革会議． 増田享大）

I ’
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）

I

轄埠杳汚一

経費項目 譲研究費･研修費･広聴醗費･蕊鞠誇瀧債･会議･資料{鰔費･資粥騰入費･事務費･事獅漬･蝦

内 容 事務員雇用

年月 日 令和6年6月 30日～ 年 月 日 金額 30,000円

目的
政務活動を行う事務員給料

使途
令和6年6月分

政務活動

県政との

関連'件

、

、

（
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~冠

、 、 、

､△ $浦 ~Q

ー
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1〆 窯 懸
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案分の理由

括動を含むため

領収書金額(a)

60,000円

案分率(b)

1／2

50％

武癖罰1善斐硝舘(R×h)

30,000円



様式第1－4号

支出調処書（自動車燃料代）

（会派名・議員氏名自民改革会議・増田享大）【 6 月分】
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区分 前回給油領収書貼付分)A 今回(直近の)給油B 総走行踊誰C=B-A

年月日 年 月 日 年 月 日

走行距離 km km km

(経費項目別充当調

経費項目

事務費

※単価による充当方式 ：単価（円）×走行距離GKm)

※領収書による充当方式

･積上げ方式 ：領収書金額（円）×走行距離伽）／総走行距離（上記c) (m)
･充当限度割合による案分：領収書金額（円） ×充当限度割合

走行f"(km) 積算方法※ 充当額（円）

円× km/ km 4,950

■

25％


